
NPO法人教育支援グループEd.ベンチャー定款

第1筆者総則

(名称) 

1条 この法人は、� NPO法人教育支読グループEd.ベンチャーとし、う

記長 この迭人は、� 111泉大手口車中央掠需三了良� 16欝� 12グヲーンコーポ中央林関� 10 

i 。

第� 2 目的及び事業� 

(闘がJ)

3条 この法人は、主に神奈川県の公立'背交とそこに在籍する外国人殺はじめとした児童・生徒、

の政側恰教育-支援と、僻護者・� iゼ峨住民への教育課題の慌起を目的と

(特定非常利活動のf欝翼)� 

4条この法人;土、前条の目 次に掲げる顛類の特定非常手IJ活動を行う。

(1)社会教育グオ縫を罷る活動

(2)国捺協力の活最

(3)子どもの健全育成を留る活動� 

(4)上記の活動を行う団体の連常又は活動;こ関する連絡、助言又は援助の活動 

5条 ニの法人は、第� 3条の目的合瀧瓜とするため、次の特定非常利活動事業を行うο

(1)判交支援事業

(2)外国人支援事業� 

(3)学校及0~国人支援に尉ずる普及啓発事業

第3室主会員

この法人の会員は、次の2 正会員をもって特定非営利活動進法(以下� f法j としづ。〉

とする。

(1)iE会員 この法人の闘 して入会した個人及。唖体

(2)賛助会員 この法人の日 し、活動を支援するために入会した倒人及び団体� 

(入会)

7条 この法人に入会を希望する者は、活動報告会が別に定める より申し込まなければならな

しL 

2 出動報告会;士、話項の入会中込者が第6条に掲げる条件に瀧合する ときは、正当な環自がなし功、

り、入会を認めなければならなし三� 

3 活苦手j報告会辻、百頭の者の入会をど認めないときは、速やかに、 した書冨をも

しなければならない。

、お条会員、は、総会において別に定める会費を納入しなければな 。

(会員の資格の喪失)

9条会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、

(1)退会届の提出をしたと

(2)本人が死亡し、又は会員である団非が消滅したとき。
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(3)会費を2年にわたって納入しないとき。� 

(4)除名されたと

第� 10条 退会弱者活動報告会に提出して、在意に退会することができ� 

(f諜名)

1 1条会員が、次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名すること

この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会者与えなければならない。

(1)この主主款等に違反したとき

(幻この法人の名誉を務つけ、又は目的に反する行為をしたとき


(拠出金品の不返還〉
 
、1 2条境綿の会費及び、その{胞の拠出金品は、 。� 

第4章役員及て職員 


(種別長び定数)
 

1 3条 この法人に次の役員を置く。


(1)理事 1 5名以1::25名以下

(計量事 1名以上3名以下� 

2 理事には、以下の役職仕置く。

(1)代表 1名� 

(2)副代表� 1名以上3名以内

(3) 

(4)活動代表 各グルーフ守毎� 1名以上3名以内
 

(出会計 1名以上2名以内


(選任等)
 

14条理事及び監事は、総会において正会員のなカミカも選保するC 

2 代表、副代表、事務局長、活動代表、会計は、理事の互選とする。� 

3 役闘のうちには、それぞ、れの役員ιついて、その配偶者もしくは3親等以内の親族が� 1人を超えて合主れ、

又は当該役員並びにその記偶者長び3親等以内の親族が投誌の総数の3分の� 1をj程えて含まれることになっ

て;主ならない。� 

4 紘事は、 勝の法人の職員を兼ねること ないc

(耳哉君主}

第� 15条代表i土、この法人を代表し、その業務を統七るc 

2 副代表;土、代表を補佐し、代表に事故あるとき足立代表が欠けたときは、活謝J報告会があらかじめ指名し

たli跨芋によって、その鞍務を執i1Tする。� 

3 軒芸局長は、定款及て)(手急会の議決:(こ基J丸、て法人の事務を執打寸る。� 

4 各活動代表は、この法人のE的合連防(-9るため、各活動を推進し、活動報告会において活動報告を行� 

5 会計は、会計業務を行うの� 

6 理事は、事務f記長設t，l(会計に事故あるとき又は事務局長及び会言十が欠けたときは、活動報告会があらかじ

め指名しがI[長時によって、その職務を執するc 

7 整事辻、次に掲げる犠務を行うc

(1)理事の業務季対了の状況を監査するこ� 

(2) ニの法人の財産の状況を監査することc 

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしく


違反する重大な事実があることを発見した場合;こは、これを検浩又は高轄庁に報告すること。
 

(4)爵号の報告をするため必要がある場部とは、総会を招集することc
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3 

(5)期事の業務執行の状J兄又はこの法人の対蔑の状況について、 もしくは活動報合会

ニシ。

第� 16条役員の在期辻、役員就任の誌から� 1年又辻翌年の総会開催日 、ずれカ短し、期間とするc 

し、時任を坊げない。

2 Fi闘の規、投員の任期を 1年と 任期の末日において後i注者が選任されていない場合

は、同日後最初の総会が終結する その期間を伸長する。� 

酔任又は任期満了後においても、後{壬者が就任するまでは、その鞘械を行わなければならな川

役員が欠けたときは、 くこれを捕充しなければなら会いc

第� 18条 役員が次の各号のーに該ごきする ときは、総会の議決により、これ令書草任することができ

、その役員に対し、議訣する前;ニ弁明の機会を与えなければならないG

(1)骨の故障のため、楠~の説子;こ犠えられなし、と認められると 

(2)職務上の義務違反その能役員としてふさわしくない行為があったと� 

1 9条役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁すること� 

2 役員、の費用の支弁に関して必要な事項は、別に縮担IJで定める。

第5彰会議

{種類及び間接} 

20条会議i土、総会、活動報告会

2 通常総会及む海時総会とし、 毎年1回開催するc 

3 次の各号のーに該当する場合に開保寸る。

(1) と認められ、 したとき� 

(2) 日分の� 1以上からの請求闘があったとき� 

(3)第� 15条第7項第4号の規定により� したとき

4 活動報保会は、年6回開催する;目、 じて踏苦3器産するc

構成}� 

21条総会は、正会員をもって構成する。� 

2 活動報告会は、原芸IJとして理事をもっ 会員の参加を妨げる 、。

第� 22条総長及び活動報告会i土、監事が招集する臨時総会を除き、代表が招集するo 

z 総会の招集は、討議を構成する会問こえす針転〉目的及び審議事良、日 した書面又

もって、開催の日の少なくとも� 5日前までに通知しなければならなし、� 

3 活動報告会は定期的に年6回行い、� 

23条総会には、次の事項を付議する。

〈り:事業計画及びlX支予算� 

(2)事業報告及びi又支決算� 

(3)役員の選任又は角材壬� 

(4 ) 

(5) この法人の解散又は合併� 

(6) 

(7)前各号のほか、活動報告会から付議された駅長
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2 活動報告会には、次の事政付議する。

(1)各活動iこ関する報告� 

(2)活動聞の連携に関する事項� 

(3)活耕鵠上の諸問閣の解決に関する:耕民� 

(4) 


信義長)
 

24条総会及。守.15 士、i動報告会の議事� された議長がこれに当たるc

第25条会議は、総会にあっては、会議を構成する正会員の� 2分の� l 活動報告会じあっては、理事の� 

過半数の出結がなげれば開会することができなし三

(謝夫)

26条議事は、この定款に士見セするもののほか、出席した正会員又は理事の選手数をもって決し、

数のときは、議長がこ札を決する。� 

2 正会員又は理事は、繭夫械の行誌を、あらかじめ議知された事項につし、て書面又は電脚色ゐ?去をもって表

決し、総会においては他の正会員会代理人として書説又は電磁的方法をもって表決を委任するととができる0 

3 前項の場会におけるがj条、次条第� 1現及び第� 36条の規定については、その正会員又は理事は出席したも

のとみなす。� 

4 総会の議決につし 特別の利害関係を干守する正会員は、その議事の議決に加わることができなし� L 

〈議事室議)


27条総会の議事については、次の事頃を言己載 しなければならない。
 

(1)会議の日時及び場所

(2)工友会員総数及び出席者(書面又ば蕗践的去による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、

の数を付記すること)� 

(3) 

(4)議事の総誌の競要及。瀧鋭去の結果� 

(5)議事録著名人の選任に関する事頁� 

2 議事鰯こは、議長及ひ総会におし、て選任された議事録署名人2名以上1J¥署名又;話路押印しなけれぜな

らないc 

3 話動報告会に関する議事誌は、刺日新庄の確認のもとに作成するc 

6章運営結織 


(活動グノいーブヲ


第28条 この法人に、事業の内請な運常を居るため、各活動ごとiニグループを構成する0 

2 活動グ〉いーブl士、各活動代表を中心として丹滑な活動安行う。� 

3 各活動グ〉レーブは、全体の目的にそった活動を行い、話鎖搬告会で哲措する義務を負う。

第� 7輩 驚産及てメ会計


(資産の構成〉
 

29条 この法人の資産;土、次の各5去をもって講戒する。


(1)設立当初の財産註銭に記載された資産� 

(2) 

(3)寄付金品� 

(4)事業に伴う収入


(日)財産から生じる収入
 

(6)その弛の収入

定数令



(資産の管理)

第� 30条 この法人の資産の管理は、 し、その方法は、総会の定めるところによ

(経費の支弁) 

31条 この法人の経費は、

(会計の原則) 

32条この法人の会計i土、 明瞭柱、詩接話生の東員IJに従って行わなければ会ら

ない。

〈事業年夏}� 

33条 この迭人の事業年遣は、 1丹1日� り、同年� 12月� 31r:Hこ経わる。

(事業計画及び取支予算) 

34条この法人の事業橋及明文支子第i士、 ゾとに活動報告会が策定し、

れぜならない。� 

2 前項の規定にかかわらず、やむを得なし り予算が成立しないときは、代表は、

を経て、予算成立の日ま じ収入支出することができる。その場合の収入支出l士、

たに成立した予算の収入支出とみなす。

3 予算超過又は予算外の支出に充てる� ることがで、きる。� 

4 予算成立後にやむを得ない事由が生 ときは、総会の議決を経て、既定予算を変更すること

(事業報告及び収支決算)

第� 35条 この法人の事業報告及が収支決算;士、� 2ヶ丹以内に、事業報告書、

袋惜対照表及び需産目録とと� 総会の求認を得なければならなしミ

2 決算上東余金を生じたときは、 り越すものとする。

第� 8主主定款の変更、解散及び金額-

〈定款の変更)� 

36条 この法人が定款を変更しよう ときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数によ

決を経なければならないc

之 主歌の変更は、次に掲げる事項を除し吋所轄庁の認証を得なければならないρ� 

(1) 主たる事務所の所荘地及びその他の事務所の所荘地明1轄庁の変更を伴わないものに限る。)� 

(2) 資産に関する事項� 

(3) 企と告の方法� 

t解散)
 

37条 この法人は、次に掲げる事由により


(1)総会の決議� 

(2) 目的とする特定非営利活動に{系る事業の成功の不能� 

(3)正会員の欠亡


{副会{芽
 

(5)薮産手続需主的コ決定

〈ら}子宮淳書ITによる設立の誌長正の議出し� 

2 前工芸第� 1号の事岳により、加 ときは、託会員総数の4分の� 3以上の承諾を得なければな

らない3 

3 第� 1項第2号の事自によりこの法人が解散Fるときは、所轄庁の認定を得なければならない。

探余財産の帰属)� 

38条 この法人が解融(合併又は破際手続開始の決定による解散を除く。)をしたとき


法第� 11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。


(合併)


:A:紋か



39条 この法人が合詳しようとするときは、総会において、正会員総数の4分の3以上の多数によ

を緑、かつ、所轄庁の認手廷を得なければならないc

第9章公告の方法

(公告の方法)

第40条 二の法人の解散事告にカ功崎公?もすま、この法人の勘示場に掲治するとともに、官報に掲載して行

第� 10章雑期

(細長Ij)

第41条 この定款の施行について必要な制出は、活動報古冶の承認を経て定めるc 

P付期� 
1 この定款は、この法人の成立の日から擁守る。� 

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

-活動代表


副代表・活馴代表 内藤I!長子


副代表・活樹]代表・ 清水陸美


活動1~表 池田喬


同

開

民

間

間

関

同

開

同

持 

間

間

同

OSHIRO GUSTAVO ADIミIAN

大多和重工樹

タ ，/ 

神戸葉子

づ味本勇澱

清水木綿子

下新原なつみ

説、情仁美

武内敏子� 

CIIAN SOV ANNAR 1 TH 

CHUOP SOK KHEM 

西罷渉

l司

同

同

国

理

主

子

子

山

也

子

英

竣

話

幸

崎

哲

犀

端
科
別
紙
附
同
時 

3 この法人の設立当初の役肢の任期は、第� 16条第� 1工援の規定にかかわらず、成立の日から次年度総会の日

まで� 

4 この法人の設定当初の事業計爾及び収支予算;立、第34条の規定にかカわらず、設立総会の定めるところ

るものと
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5 ニの法人の設立当初の事業年度は、第� 33条の規定にかカわらず、成立の日から� 2010年� 12月31日

とするC 

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定;こ詩吟ミわらず、次iこ掲げる額とする。

次のし� 

(1) 1口3，500丹の年会費� l口以上(年!支途中の場合は月書i]りとし、学生の場舎は活動への参

加をもって免除とする)� 

(2) IすたんどはL への� l口10，000問の奨学基金積立金、� 1日以上


賛助会員任意の金額の年会費


M
M

問

川附 
2012年� 2月18日から施行する。

的関i 
1 二の定設は、� 2013年� 12月10 !lから施行する。 

2 この法人の定款変吏当初の役員の任期は、第� 16条第� 1頃の規定に関わらず、� 2013年� 3月31日から� 2014 

3月初日までとする。

定款ト


